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許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

10月以内

森林法に基づく市町村の長及び都道府県知事の処分に係る審査基準等について 2の(2)

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

水の使用権設定に関する認可

森林法　第65条

　この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を
設定する場合に準用する。

　
  未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）
　
　[参考]　森林法に基づく市町村の長及び都道府県知事の処分に係る審査基準等につい
て
　　（平成6年9月29日付け林野庁計画課長通知）

  林産物の搬出その他森林施業に必要な行為に伴い、水の使用に関する権利（漁業権、
流水利用権等）の上に使用権の設定を認めている。
　一般には、水に関する権利は、その土地の所有権の内容に含まれるものであり、土地に
使用権が設定されれば、水の使用権もそれに従属するものである。しかし、水の使用権だ
けが必要である場合には、水の使用に関する権利は、独立して使用権設定の対象になり
得る。
　上記の使用権の設定に関する許可に係る審査基準については、土地の使用権設定に
関する基準（1の(2)のア）を準用する。

　－


